
別添３－別紙 

上 場 後 の 提 出 書 類 例 示 表 

（ 株 券 ） 

法……証券取引法 

令……証券取引法施行令 

規……有価証券上場規程 

開……上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示

等に関する規則 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

１．重要な会社情

報の開示を行う

場合 

会社情報の公開に関する通知書及び当該開示に係

る資料 

開示時 開２条の３③  

２．有価証券届出

書・臨時報告書

等の法定開示書

類提出事由に該

当する場合 

※EDINETにてご提出の場合には、別途写しをご提出

いただく必要はございません。 

（紙面にて財務局にご提出された場合には、写し

をご提出ください。） 

 

 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

 

 

法24条の５⑥

 

株 主 総 会 

１．定時株主総会 

 

(1) 決算取締役会決議通知書 

(2) 株主総会招集通知書 

(3) 株主総会決議通知書 

(4) 事業報告書（作成している場合） 

※定款変更のあった場合は「定款変更」の項参照 

 

決議後直ちに 

株主宛発送日前 

〃 

〃 

 

開５条①(13)

開13条 

  〃 

  〃 

 

２．臨時株主総会 (1) 臨時株主総会に係る基準日等に関する通知書 

(2) 臨時株主総会招集・議案決定に係る取締役会決

議通知書（ただし、(1)で決議内容も通知した場合

は提出不要） 

(3) 株主総会招集通知書 

(4) 株主総会決議通知書 

※定款変更のあった場合は「定款変更」の項参照 

基準日の３週間以前 

決議後直ちに 

 

 

株主宛発送日前 

〃 

開５条①(9)

開５条①(13)

 

 

開13条 

  〃 

 

中 間 決 算 (1) 配当決議通知書（株主宛に送付する場合） 

(2) 中間事業報告書（作成している場合） 

株主宛発送日前 

〃 

開13条 

  〃 

 

臨時計算書の作成 臨時計算書類並びに会計監査報告及び監査報告

（剰余金の配当にあたって、臨時計算書類を作成し

た場合） 

作成後直ちに 開２条①(1)

ｆ 

 

新 株 発 行 等 

１．公募による新

株式発行（発行

登録を利用する

場合） 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

◎同時に第三者割

当による新株式

発行の決議を行

う場合には、当

該項目の書類の

提出が必要にな

ります。 

 

(1) 取締役会決議通知書（発行登録）又は発行登録

に関する決定通知書 

(2) 発行登録仮目論見書 

(3) 発行登録効力発生通知書写し（訂正効力発生通

知書写しを含む） 

(4) 発行登録目論見書(訂正事項分を含む) 

(5) 需要状況の調査開始通知書 

(6) 取締役会決議通知書（新株式発行） 

(7) 新株式発行日程表 

(8) 安定操作取引関係者リスト写し 

(9) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

 

決議後又は決定後直ち

に 

作成後直ちに 

受領後直ちに 

 

作成後直ちに 

決定後直ちに 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

発行価格決定日までに 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

 

開５条①(1)

 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

開15条 

開５条①(11)

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

○ 
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別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

(10) 元引受契約を締結する証券会社通知書 

(11) 発行登録追補目論見書 

(12) 新株式の上場申請 

ａ 発行日取引を行う場合 

(a) 有価証券新規上場申請書 

(b) 株式の募集実施明細表 

 

ｂ 発行日取引を行わない場合 

有価証券変更上場申請書 

(13) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(14) 発行登録通知書写し及びその添付書類 

 

※(10)及び(14)は、発行登録追補書類の提出を要しな

い場合に限る。 

〃 

作成後直ちに 

 

 

発行条件確定後直ちに 

申込期間満了の日後遅

滞なく 

 

発行条件確定後直ちに 

株券を株主に交付する

以前 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

開５条①(12)

開５条①(1)

 

 

規９条① 

  〃 

 

 

規11条① 

開12条 

 

開５条①(1)

２．公募による新

株式発行（発行

登録を利用しな

い場合） 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

※ 

◎同時に第三者割

当による新株式

発行の決議を行

う場合には、当

該項目の書類の

提出が必要にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 新株式発行日程表 

(3) 仮目論見書 

(4) 安定操作取引関係者リスト写し 

(5) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

(6) 元引受契約を締結する証券会社通知書 

(7) 発行価格通知書 

算式表示方式による場合は、これに代えて次の

ａ及びｂの通知書 

ａ 算式表示による発行価格通知書 

ｂ 発行価格の確定値通知書 

(8) 有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力発

生通知書写しを含む） 

(9) 目論見書（訂正事項分を含む） 

(10) 新株式の上場申請 

ａ 発行日取引を行う場合 

(a) 有価証券新規上場申請書 

(b) 株式の募集実施明細表 

 

ｂ 発行日取引を行わない場合 

有価証券変更上場申請書 

(11) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(12) 有価証券通知書写し（変更通知書写しを含む）

及びその添付書類 

※(6)及び(12)は、有価証券届出書の提出を要しない

場合に限る。 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

作成後直ちに 

発行価格決定日までに 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

〃 

決定後直ちに 

 

 

〃 

確定後直ちに 

受領後直ちに 

 

作成後直ちに 

 

 

発行条件確定後直ちに 

申込期間満了の日後遅

滞なく 

 

発行条件確定後直ちに 

株券を株主に交付する

以前 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

開５条①(1)

  〃 

  〃 

開15条 

開５条①(11)

 

 

 

 

開５条①(12)

  〃 

 

 

  〃 

  〃 

開５条①(1)

 

  〃 

 

 

規９条① 

  〃 

 

 

規11条① 

開12条 

 

開５条①(1)

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

３．株主割当によ

る新株式発行 

◎なお、その他注

意事項につき、

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 新株式発行日程表 

(3) 仮目論見書 

(4) 安定操作取引関係者リスト写し 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

作成後直ちに 

発行価格決定日までに 

開５条①(1)

  〃 

  〃 

開15条 

○
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別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

表末を参照のこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

(6) 有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力発

生通知書写しを含む） 

(7) 目論見書（訂正事項分を含む） 

(8) 新株式の上場申請 

ａ 発行日取引を行う場合 

有価証券新規上場申請書 

ｂ 発行日取引を行わない場合 

有価証券変更上場申請書 

 

(9) 発行新株式数確定通知書（新株予約権等を発行

している場合） 

(10) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(11) 有価証券通知書写し（変更通知書写しを含む）

及びその添付書類（有価証券届出書の提出を要し

ない場合に限る。） 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

受領後直ちに 

 

作成後直ちに 

 

 

権利落日の３週間以前 

 

株券発行日の３週間以

前 

確定後直ちに 

 

株券を株主に交付する

以前 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

開５条①(11)

 

 

 

 

開５条①(1)

 

  〃 

 

 

規９条① 

 

規11条① 

 

規９条①等 

 

開12条 

 

開５条①(1)

４．第三者割当に

よる新株式発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 新株式発行日程表 

(3) 目論見書（訂正事項分を含む） 

(4) 有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力発

生通知書写しを含む） 

(5) 新株式の上場申請 

有価証券変更上場申請書 

 

(6) 譲渡報告に関する確約書写し（代表者による原

本証明付） 

 

(7) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付－株券不発行の場合を除く） 

(8) 有価証券通知書写し（変更通知書写しを含む）

及びその添付書類（有価証券届出書の提出を要し

ない場合に限る。） 

(9) 安定操作取引関係者リスト写し（割当先が50名

以上の場合に限る。） 

(10) 発行新株式数確定通知書（失権株発生時に限

る。） 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

作成後直ちに 

受領後直ちに 

 

 

株券発行日の３週間以

前 

割当後直ちに 

 

 

株券を株主に交付する

以前 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

 

決議後直ちに 

 

確定後直ちに 

開５条①(1)

  〃 

  〃 

開５条①(1)

 

 

規11条① 

 

第三者割当規

則２条 

 

開12条 

 

開５条①(1)

 

 

開15条 

 

規９条①等 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

（参考） 

会社法第199条

による自己株式

の処分 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 日程表 

(3) 譲渡報告に関する確約書写し（代表者による原

本証明付）（第三者割当による場合に限る。）

※ 売出しに該当する場合には、当該項目に係る書

類の提出が必要となります。 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

割当後直ちに 

 

 

 

開５条① 

  〃 

第三者割当規

則２条 

 

○

 

 

 

 

５．売 出 し (1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式売出日程表 

(3) 安定操作取引関係者リスト写し 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

売出価格決定日までに 

開５条①(1)

  〃 

開15条 

○
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別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

(4) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

(5) 元引受契約を締結する証券会社通知書 

(6) 売出価格通知書 

算式表示方式による場合は、これに代えて次の

ａ及びｂの通知書 

ａ 算式表示による売出価格通知書 

ｂ 売出価格の確定値通知書 

(7) 目論見書（訂正事項分を含む） 

(8) 有価証券通知書写し（変更通知書写しを含む）

及びその添付書類 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

〃 

決定後直ちに 

 

 

〃 

確定後直ちに 

作成後直ちに 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

開５条①(11)

 

 

 

 

開５条①(12)

  〃 

 

 

  〃 

  〃 

開５条①(1)

  〃 

 

 

 

 

 

 

○

６．預託証券の発

行・海外原株公

募並びに外国証

券取引所への上

場及び上場廃止 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

 

※ 

 

※ 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 新株式発行日程表 

(3) 安定操作取引関係者リスト写し 

(4) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

(5) 元引受契約を締結する証券会社通知書 

(6) 発行価格（売出価格）通知書 

(7) 目論見書（訂正事項分を含む） 

(8) 新株式の上場申請 

有価証券変更上場申請書 

(9) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(10) 預託証券の発行又は預託証券等の外国証券取引

所への上場に関する報告書 

(11) 年次報告書写し 

 

(12) 半期報告書写し 

(13) 四半期報告書写し 

(14) 預託証券等の外国証券取引所における上場廃止

に関する報告書 

※(8)及び(9)については新株式の発行がある場合の

み 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

発行価格決定日までに 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

〃 

決定後直ちに 

作成後直ちに 

 

発行条件確定後直ちに 

株券を株主に交付する

以前 

発行日又は上場日前 

 

当該国の主務官庁等に

提出後直ちに 

〃 

〃 

廃止後遅滞なく 

開５条①(1)

  〃 

開15条 

開５条①(11)

 

 

 

 

開５条①(12)

  〃 

開５条①(1)

 

規11条① 

開12条 

 

開15条 

 

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

７．新株予約権の

発行 

(1) 取締役会決議通知書（発行要領を添付） 

(2) 新株予約権証券発行日程表 

(3) 有価証券届出書を提出する場合 

有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力

発生通知書写しを含む） 

(4) 有価証券通知書を提出する場合 

有価証券通知書写し（変更通知書写しを含む）

及びその添付書類 

(5) 届出目論見書（訂正届出事項分を含む） 

(6) 発行価格通知書（新株予約権の条件等に関する

通知書） 

決議後直ちに 

決定後直ちに 

 

受領後直ちに 

 

 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

作成後直ちに 

決定後直ちに 

 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

 

 

  〃 

 

  〃 

開５条①(12) 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 
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別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

算式表示方式による場合は、これに代えて次の

ａ及びｂの通知書 

ａ 算式表示方式による発行価格通知書（算式表

示方式による新株予約権の条件等に関する通知

書） 

ｂ 発行価格の確定値通知書（新株予約権の条件

等の確定に関する通知書） 

(7) 安定操作取引関係者リスト写し 

(8) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

(9) 新株予約権の行使 

ａ 新株式を発行する可能性がある場合 

(a)有価証券変更上場申請書（新株予約権行使

分） 

(b)株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」

添付）（新たな様式を使用する場合のみ） 

ｂ 新株式を発行しない場合（行使に際してすべ

て自己株式で代用交付する場合） 

新株予約権の権利行使に関する通知書 

 

 

 

決定後直ちに 

 

 

確定後直ちに 

 

発行価格決定日までに 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

 

 

行使請求期間開始日の

３週間前までに 

株券を株主に交付する

以前 

 

 

行使請求期間開始日の

３週間前までに 

 

 

開５条①(12) 

 

 

  〃 

 

開15条 

開５条①(11)

 

 

 

 

 

 

規11条① 

 

開12条 

 

 

 

開15条 

 

（参考） 

ストックオプシ

ョンを目的とす

る新株予約権の

発行 

(1) 取締役会決議通知書（発行要領を添付） 

(2) 新株予約権発行日程表 

(3) 有価証券届出書を提出する場合 

有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力

発生通知書写しを含む） 

(4) 有価証券通知書を提出する場合 

有価証券通知書写し（変更通知書写しを含む）

及びその添付書類 

(5) 届出目論見書（訂正届出事項分を含む） 

(6) 発行価格通知書（新株予約権の条件等に関する

通知書） 

(7) 新株予約権の行使 

ａ 新株式を発行する可能性がある場合 

(a)有価証券変更上場申請書（新株予約権行使

分） 

(b)株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」

添付）（新たな様式を使用する場合のみ） 

ｂ 新株式を発行しない場合（行使に際してすべ

て自己株式で代用交付する場合） 

新株予約権の権利行使に関する通知書 

 

決議後直ちに 

決定後直ちに 

 

受領後直ちに 

 

 

財務局長等に提出後遅

滞なく 

作成後直ちに 

決定後直ちに 

 

 

 

行使請求期間開始日の

３週間前までに 

株券を株主に交付する

以前 

 

 

行使請求期間開始日の

３週間前までに 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

 

 

  〃 

 

  〃 

開５条①(12) 

 

 

 

規11条①、開

７条 

開12条 

 

 

 

開15条 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

（参考） 

新株予約権の株

主無償割当て

（旧商法上の新

株引受権証書に

代わるもの） 

(1) 「７．新株予約権の発行」に係る提出書類 

(2) 新株予約権証券の上場申請 

ａ 有価証券新規上場申請書（新株予約権証券）

 

ｂ 確約書 

(3) 新株予約権証券見本 

 

 

権利落日の３週間前ま

でに 

〃 

証券を株主に交付する

 

 

規９条① 

 

規10条③ 

開12条 
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以前 

８．転換社債型新

株予約権付社債

の発行 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎新規上場申請方

法の詳細につい

ては、名証自主

規制グループ

（上場監理担

当）にお問い合

わせください。 

(1) 取締役会決議通知書（発行要領を添付） 

(2) 発行日程表 

(3) 有価証券届出書を提出する場合 

有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力

発生通知書写しを含む） 

(4) 届出目論見書（訂正届出事項分を含む） 

(5) 発行価格通知書（新株予約権の条件等に関する

通知書） 

算式表示方式による場合は、これに代えて次の

ａ及びｂの通知書 

ａ 算式表示方式による発行価格通知書（算式表

示方式による新株予約権の条件等に関する通知

書） 

ｂ 発行価格の確定値通知書（新株予約権の条件

等の確定に関する通知書） 

(6) 安定操作取引関係者リスト写し 

(7) 安定操作取引委託者通知書 

 

 

 

 

(8) 新株予約権の行使 

ａ 新株式を発行する可能性がある場合 

(a)有価証券変更上場申請書（新株予約権行使

分） 

(b)株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」

添付）（新たな様式を使用する場合のみ） 

ｂ 新株式を発行しない場合（行使に際してすべ

て自己株式で代用交付する場合） 

新株予約権の権利行使に関する通知書 

 

※ 新規上場申請に係る提出書類に関しては、規則

集の転換社債型新株予約権付社債券の項をご覧く

ださい。 

 

※海外発行の場合 

(9) 預託証券の発行又は預託証券等の外国証券取引

所への上場に関する報告書（発行された転換社債

型新株予約権付社債が外国証券取引所へ上場する

場合） 

決議後直ちに 

決定後直ちに 

 

受領後直ちに 

 

作成後直ちに 

決定後直ちに 

 

 

 

決定後直ちに 

 

 

確定後直ちに 

 

発行価格決定日までに 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

 

 

行使請求期間開始日の

３週間前までに 

行使請求期間開始前ま

でに 

 

 

行使請求期間開始日の

３週間前までに 

 

 

 

 

 

上場日までに 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

 

  〃 

開５条①(12) 

 

 

 

  〃 

 

 

  〃 

 

開15条 

開５条①(11)

 

 

 

 

 

 

規11条①、開

７条 

開12条 

 

 

 

開15条 

 

 

 

 

 

 

開15条 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

９．優先株の発行 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

 

 

(1) 取締役会決議通知書（発行要領を添付） 

(2) 優先株発行日程表 

(3) 仮目論見書 

(4) 安定操作取引関係者リスト写し 

(5) 安定操作取引委託者通知書 

※ 優先株を海外において募集する場合には安定操

作委託者通知書に加えて「元引受契約を締結する

証券会社通知書」を提出 

 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

作成後直ちに 

発行価格決定日までに 

令第22条第２項から第

４項までの規定により

安定操作取引をするこ

とができる期間の初日

の前日まで 

開５条①(1)

  〃 

  〃 

開15条 

開５条①(11)

 

 

 

 

○ 
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◎新規上場申請方

法の詳細につい

ては、名証自主

規制グループ

（上場監理担

当）にお問い合

わせください。 

(6) 優先株発行価格通知書 

(7) 有価証券届出効力発生通知書写し（訂正効力発

生通知書写しを含む） 

(8) 目論見書（訂正事項分を含む） 

(9) 転換の条件に関する通知書 

(10) 譲渡報告に関する確約書写し（代表者による原

本証明付）（発行後２年以内に普通株への転換請

求期間が開始する場合に限る。） 

 

※ 新規上場申請に係る提出書類に関しては、規則

集の優先株の項をご覧ください。 

決定後直ちに 

受領後直ちに 

 

作成後直ちに 

決定後直ちに 

割当後直ちに 

開５条①(12)

開５条①(1)

 

  〃 

開５条①(12) 

第三者割当規

則２条 

○ 

10．新株予約権の

行使及び行使価

額の変更、又は、

他の種類の株式

への転換が行わ

れる株式の上場

株式への転換及

び転換価額の変

更 

(1) 上場株式数報告書（月間報告） 

 

 

(2) 新株予約権の大量行使報告書、又は 

他の種類の株式への転換が行われる株式の大量転

換報告書（ファクシミリによる送信可） 

(3) 新株予約権行使価額変更に関する取締役会決議

通知書又は決定通知書、又は 

転換条件の変更に関する取締役会決議通知書又は

決定通知書 

(4) 行使請求期間満了前に新株予約権がすべて行使

された場合又は消滅した場合 

新株予約権行使終了報告（「上場株式数報告

書」による報告で代用可） 

行使又は転換請求期間

開始日以降、翌月初（７

日までに） 

その都度遅滞なく 

 

 

決議又は決定後直ちに 

 

 

 

判明後速やかに 

開８条① 

 

 

〃 

 

 

開５条①(13)

 

 

 

  〃 

 

 

 

 

○ 

 

 

○ 

11．株 式 分 割 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式分割日程表 

(3) 新株式の上場申請 

有価証券変更上場申請書 

 

(4) 増加新株式数確定通知書（新株予約権等を発行

している場合） 

(5) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

 

効力発生日の３週間前

までに 

確定後直ちに 

 

株券を株主に交付する

以前 

開５条①(1)

  〃 

 

規11条① 

 

  〃 

 

開12条 

 

○

12．株式無償割当

て 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式無償割当て日程表 

(3) 新株式の上場申請 

有価証券変更上場申請書 

 

(4) 増加新株式数確定通知書（新株予約権等を発行

している場合） 

(5) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

 

効力発生日の３週間前

までに 

確定後直ちに 

 

株券を株主に交付する

以前 

開５条①(1)

  〃 

 

規11条① 

 

  〃 

 

開12条 

 

○

13．株 式 併 合 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式併合日程表 

(3) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

(4) 有価証券変更上場申請書 

 

(5) 減少株式数確定通知書（新株予約権等を発行し

ている場合） 

決議後直ちに 

確定後直ちに 

 

効力発行日の４週間前

までに 

確定後直ちに 

 

開５条①(1)

  〃 

 

規11条① 

 

  〃 

 

○
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(6) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(7) 株式の併合に関する株主への発送書類（株券提

出案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出） 

株券を株主に交付する

以前 

株主宛発送日前 

開12条 

 

開13条 

14．合 併 

(1) 他の上場会社

を吸収合併する

とき、又は他の

上場会社に吸収

合併されるとき 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 合併契約書（覚書等を含む）写し（代表者によ

る原本証明付） 

(3) 合併日程表 

(4) 合併比率算定書（第三者機関作成のもの） 

(5) 会社法第782条第１項又は第794条第１項に規定

する書面（法定事前開示書類）の写し（代表者に

よる原本証明付） 

(6) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

(7) 新株式の上場申請（新株を発行する場合） 

有価証券変更上場申請書 

 

(8) 発行（交付）株式数確定通知書（合併に際し株

式を交付する場合であって、被合併会社が新株予

約権等を発行している場合） 

(9) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（新株を発行する場合） 

(10) 会社法第801条第３項第１号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

(11) 合併に関する株主への発送書類（株券提出案内

等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出） 

(12) 有価証券上場廃止同意書（上場会社が被合併会

社となるとき） 

 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

受領後直ちに 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

 

合併効力発生日の４週

間前までに 

確定後直ちに 

 

 

株券を株主に交付する

以前 

合併効力発生日後速や

かに 

 

株主宛発送日前 

 

確定後遅滞なく 

 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

 

 

規11条① 

 

  〃 

 

 

開12条 

 

開５条①(1)

 

 

開13条 

 

開15条 

 

○

(2) 新たに株式を

発行しないで、

非上場会社を吸

収合併するとき 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 合併契約書（覚書等を含む）写し（代表者によ

る原本証明付） 

(3) 合併日程表 

(4) 非上場会社の概要書 

(5) 会社法第794条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(6) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照）（簡

易・略式合併の場合を除く） 

(7) 会社法第801条第３項第１号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

決議後速やかに 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

合併効力発生日後速や

かに 

 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

 

  〃 

○

 

 

 

（○）

(3) 非上場会社を

吸収合併するこ

とにより新たに

株式を発行する

とき（新株の発

行に代えて自己

株式を移転する

場合を含む） 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 合併契約書（覚書等を含む）写し（代表者によ

る原本証明付） 

(3) 合併日程表 

(4) 非上場会社の概要書 

(5) 合併比率算定書（第三者機関作成のもの）（簡

易合併による場合を除く） 

(6) 会社法第794条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

決議後速やかに 

作成後直ちに 

 

本店備置日の前日まで

に 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

 

  〃 

 

○

 

 

 

（○）

- 8 - 



別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(7) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照）（簡

易・略式合併の場合を除く） 

(8) 新株式の上場申請（新株を発行する場合） 

有価証券変更上場申請書 

 

(9) 発行（交付）株式数確定通知書（合併に際し株

式を交付する場合であって、被合併会社が新株予

約権等を発行している場合） 

(10) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（新株を発行する場合） 

(11) 会社法第801条第３項第１号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

(12) 合併に関する非上場会社株主への発送書類（株

券提出案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出）（非上

場会社が公開会社の場合のみ） 

 

 

 

株券交付日の４週間前

までに 

確定後直ちに 

 

 

株券を株主に交付する

以前 

合併効力発生日後速や

かに 

 

株主宛発送日前 

 

 

 

規11条① 

 

  〃 

 

 

開12条 

 

開５条①(1)

 

 

開13条 

(4) 非上場会社に

吸収合併される

場合であって、

合併後遅滞なく

非上場会社が新

規上場申請を行

わないとき 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 合併契約書（覚書等を含む）写し（代表者によ

る原本証明付） 

(3) 合併日程表 

(4) 会社法第782条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(5) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

(6) 合併に関する株主への発送書類（株券提出案内

等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出） 

(7) 有価証券上場廃止同意書 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

本店備置日の前日まで

に 

 

株主宛発送日前 

 

確定後遅滞なく 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

 

 

開13条 

 

開15条 

○

15．会社の分割 

(1) 上場会社が分

割会社となると

き 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 分割契約書(覚書等を含む)写し（代表者による

原本証明付）（吸収分割の場合） 

(3) 会社分割日程表 

(4) 会社分割概要書 

(5) 株式割当比率算定書（第三者機関作成のもの）

（他の会社が吸収分割承継会社である場合又は

他の会社と共同して新設分割を行う場合であり、

簡易分割の場合を除く） 

(6) 会社法第782条第１項又は第803条第１項に規定

する書面（法定事前開示書類）の写し（代表者に

よる原本証明付） 

(7) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照）（簡

易・略式会社分割の場合を除く） 

(8) 会社法第791条第２項又は第811条第２項に規定

する書面（法定事後開示書類）の写し（代表者に

よる原本証明付） 

(9)会社の分割に関する株主への発送書類 

 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

決議後速やかに 

受領後直ちに 

 

 

 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

 

分割効力発生日後速や

かに 

 

株主宛発送日前 

 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

 

  〃 

 

 

 

 

  〃 

 

 

開13条 

 

○

 

 

 

（○）

(2) 上場会社が吸

収分割承継会社

となるとき 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 分割契約書（覚書等を含む）写し（代表者によ

る原本証明付） 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

開５条①(1)

  〃 

 

○
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◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

(3) 会社分割日程表 

(4) 会社分割概要書 

(5) 株式割当比率算定書（第三者機関作成のもの）

（簡易分割による場合を除く） 

(6) 会社法第794条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(7) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

（簡易・略式会社分割の場合を除く） 

(8) 新株式の上場申請（新株を発行する場合） 

有価証券変更上場申請書 

 

(9) 発行（交付）株式数確定通知書（分割に際し株

式を交付する場合であって、分割会社が新株予約

権等を発行している場合） 

(10) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（新株を発行する場合） 

(11) 会社法第801条第３項第２号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

確定後直ちに 

決議後速やかに 

作成後直ちに 

 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

 

分割効力発生日の４週

間前までに 

確定後直ちに 

 

 

株券を株主に交付する

以前 

分割効力発生日後速や

かに 

  〃 

  〃 

  〃 

 

  〃 

 

 

 

 

規11条① 

 

  〃 

 

 

開12条 

 

開５条①(1)

 

 

（○）

16．株 式 交 換 

(1) 他の上場会社

と株式交換を行

うとき 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式交換契約書(覚書等を含む)写し（代表者に

よる原本証明付） 

(3) 株式交換日程表 

(4) 株式交換比率算定書（第三者機関作成のもの）

(5) 会社法第782条第１項又は第794条第１項に規定

する書面（法定事前開示書類）の写し（代表者に

よる原本証明付） 

(6) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

(7) 新株式の上場申請（新株を発行する場合） 

有価証券変更上場申請書 

 

(8) 発行（交付）株式数確定通知書（株式交換に際

し株式を交付する場合であって、完全子会社とな

る会社が新株予約権等を発行している場合） 

(9) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（新株を発行する場合） 

(10) 会社法第801条第３項第３号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

(11) 株式交換に関する株主への発送書類（株券提出

案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出） 

(12) 有価証券上場廃止同意書（他の上場会社の完全

子会社となるとき） 

 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

受領後直ちに 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

 

交換効力発生日の４週

間前までに 

確定後直ちに 

 

 

株券を株主に交付する

以前 

交換効力発生日後速や

かに 

 

株主宛発送日前 

 

確定後遅滞なく 

 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

 

 

規11条① 

 

  〃 

 

 

開12条 

 

開５条①(1)

 

 

開13条 

 

開15条 

 

○

(2) 新たに株式を

発行しないで非

上場会社を完全

子会社化すると

き 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式交換契約書（覚書等を含む）写し（代表者

による原本証明付） 

(3) 株式交換日程表 

(4) 非上場会社の概要書 

 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

決議又は決定後速やか

に 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

 

○

 

 

 

（○）
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別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

(5) 会社法第794条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(6) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照）（簡

易・略式株式交換の場合を除く） 

(7) 会社法第801条第３項第３号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

交換効力発生日後速や

かに 

 

  〃 

 

 

 

  〃 

(3) 新たに株式を

発行して非上場

会社を完全子会

社化するとき

（新株の発行に

代えて自己株式

を移転する場合

を含む） 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 株式交換契約書（覚書等を含む）写し（代表者

による原本証明付） 

(3) 株式交換日程表 

(4) 非上場会社の概要書 

(5) 株式交換比率算定書（第三者機関作成のもの）

（簡易株式交換の場合を除く） 

(6) 会社法第794条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(7) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照）（簡

易・略式株式交換の場合を除く） 

(8) 新株式の上場申請（新株を発行する場合） 

有価証券変更上場申請書 

 

(9) 発行（交付）株式数確定通知書（株式交換に際

し株式を交付する場合であって、完全子会社とな

る会社が新株予約権等を発行している場合） 

(10) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（新株を発行する場合） 

(11) 会社法第801条第３項第３号に規定する書面（法

定事後開示書類）の写し（代表者による原本証明

付） 

(12) 株式交換に関する非上場会社株主への発送書類

（株券提出案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出）（非

上場会社が公開会社の場合のみ） 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

確定後直ちに 

決議後速やかに 

受領後直ちに 

 

本店備置日の前日まで

に 

 

 

 

株券交付日の４週間前

までに 

確定後直ちに 

 

 

株券を株主に交付する

以前 

交換効力発生日後速や

かに 

 

株主宛発送日前 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

  〃 

  〃 

 

  〃 

 

 

 

 

規11条① 

 

  〃 

 

 

開12条 

 

開５条①(1)

 

 

開13条 

○

 

 

 

（○）

17．株 式 移 転 

(1) 単独で又は他

の上場会社と共

同して完全親会

社を設立すると

き 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 契約書（覚書等を含む（当事会社間で株式移転

に係る合意書面を交わす場合に限る））写し又は

計画書写し（代表者による原本証明付） 

(3) 株式移転日程表 

(4) 株式移転比率算定書（第三者機関作成のもの）

（単独で株式移転を行う場合を除く） 

(5) 会社法第803条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(6) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

(7) 株式移転に関する株主への発送書類（株券提出

案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出） 

(8) 有価証券上場廃止同意書 

(9) 新規上場申請に係る書類（後掲【参考】参照）

 

決議後直ちに 

締結後直ちに 

 

 

確定後直ちに 

受領後直ちに 

 

本店備置日の前日まで

に 

 

株主宛発送日前 

 

確定後遅滞なく 

 

開５条①(1)

開15条 

 

 

開５条①(1)

  〃 

 

  〃 

 

 

開13条 

 

開15条 

規３条①､③

等 

 

○

(2) 非上場会社と

共同して完全親

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 契約書（覚書等を含む）写し（代表者による原

決議後直ちに 

締結後直ちに 

開５条①(1)

開15条 

○
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別添３－別紙 

事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

会社を設立する

とき（新設の完

全親会社につい

て遅滞なく新規

上場申請が見込

まれる場合に限

る） 

 

◎なお、その他注

意事項につき、

表末を参照のこ

と 

 

本証明付）（当事会社間で株式移転に係る合意書

面を交わす場合に限る） 

(3) 株式移転日程表 

(4) 非上場会社の概要書 

(5) 株式移転比率算定書（第三者機関作成のもの）

(6) 会社法第803条第１項に規定する書面（法定事前

開示書類）の写し（代表者による原本証明付） 

(7) 株主総会関係書類（「株主総会」の項参照） 

(8) 株式移転に関する株主への発送書類（株券提出

案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出（非上場会社株

主への発送分を含む。）） 

(9) 有価証券上場廃止同意書 

(10) 新規上場申請に係る書類（後掲【参考】参照）

 

 

確定後直ちに 

決議後速やかに 

受領後直ちに 

本店備置日の前日まで

に 

 

株主宛発送日前 

 

 

確定後遅滞なく 

 

 

開５条①(1)

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

開13条 

 

 

開15条 

規３条①、③

等 

 

 

 

（○）

【参 考】 

 

◎ 新規上場申請

方法の詳細につ

いては、名証自

主規制グループ

（上場監理担

当）にお問い合

わせください。 

 

新規上場申請に係る書類 

(1) 有価証券上場申請書 

(2) 上場申請決議取締役会議事録の写し（代表者に

よる原本証明付） 

(3) 当取引所の定める様式に適合する株券を作成す

る旨決議した取締役会議事録の写し（代表者によ

る原本証明付）及び株券見本（当取引所所定の「証

券見本目録」添付） 

(4) 上場申請日以後における株式分布状況に関する

予定書 

(5) 上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）（２

部（及びPDFﾌｧｲﾙ）） 

(6) 株券上場契約書 

(7) 定款（代表者による原本証明付） 

(8) 諸規則集の写し（株式事務取扱規程の写し（原

本証明付）を含む） 

(9) 従業員持株会規約及び細則の写し 

(10) 株式事務代行委託契約（内諾）書（覚書）の写

し（代表者による原本証明付） 

(11) 会社法事後開示書類の写し（代表者による原本

証明付） 

(12) 登記手続き 

ａ 登記日に登記申請を行ったことを証する書類

ｂ 登記事項証明書 

(13) その他当取引所が必要と認める書類 

 

申請時 

〃 

 

株券作成後速やかに 

 

 

 

申請時 

 

〃 

 

会社設立後直ちに 

作成後直ちに 

〃 

 

〃 

締結後直ちに 

 

効力発生日後速やかに 

 

 

登記日 

登記完了後直ちに 

 

規３条① 

規３条③ 

 

  〃 

 

 

 

  〃 

 

  〃 

 

規８条 

規３条③ 

  〃 

 

  〃 

  〃 

 

開15条 

 

 

  〃 

規３条②(3)

規３条③ 

 

その他の権利の割

当て 

(1) 取締役会決議通知書 

 

(2) 割当確定日及び内容説明の通知書 

(3) 基準日に関する日程表 

 

(4) 株主総会関係書類（｢株主総会｣の項参照） 

決議後直ちに 

 

確定後直ちに 

基準日の３週間前まで

に 

 

開５条① 

(5)(6)(9)(13)

  〃 

開５条①(9)

 

 

（参考） 

剰余金の配当基

準日の設定 

剰余金の配当基準日等に関する通知書（定款に明

示した基準日とは別に、取締役会により配当基準日

を設定した場合のみ（会社法第459条又は第454条第

５項による）） 

決議後直ちに 開５条①(9)  

株主優待方法の新 取締役会決議通知書、決定通知書又は株主への発 決議・決定後直ちに又 開５条①(4) ○
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事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

設、変更又は廃止 送書類 は株主宛発送日前 

事業の全部又は一

部の譲渡又は譲受

け 

(1) 事業の譲渡（譲受け）概要書 

(2) 株主総会関係書類（株主総会付議事項の場合）

（「株主総会」の項参照） 

確定後直ちに 

 

 

開５条①(1)

 

 

(○)

子会社の異動 異動子会社に関する概要書 確定後直ちに 開５条①(1) (○)

事業上の固定資産

の譲渡又は取得 

事業上の固定資産の譲渡（譲受け）概要書 確定後直ちに 開５条①(1) (○)

定 款 変 更 

１．事業年度の末

日（決算期）の

変更 

 

(1) 事業年度の末日（決算期）変更通知書 

(2) 株主総会関係書類（｢株主総会｣の項参照） 

(3) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

 

決議後直ちに 

 

変更後直ちに 

 

開５条①(1)

 

  〃 

 

○

２．単元株式数の

変更 

(1) 取締役会決議通知書 

(2) 単元株式数の変更日程表 

(3) 有価証券変更上場申請書 

 

(4) 株主総会関係書類（株主総会への付議を行う場

合に限る）（｢株主総会｣の項参照） 

(5) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

(6) 変更後の株式取扱規則（代表者による原本証明

付） 

(7) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(8) 単元株式数の変更に関する株主への発送書類

（株券引換案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出）

決議後直ちに 

確定後直ちに 

変更日の３週間前まで

に 

 

 

変更後直ちに 

〃 

 

株券を株主に交付する

以前 

株主宛発送日前 

開５条①(1)

  〃 

規11条① 

 

 

 

開５条①(1)

開５条①(13)

 

開12条 

 

開13条 

○

３．商 号 変 更 (1) 取締役会決議通知書（商号変更通知） 

(2) 株主総会関係書類（｢株主総会｣の項参照） 

(3) 有価証券変更上場申請書 

 

(4) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

(5) 変更後の株式取扱規則（代表者による原本証明

付） 

(6) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付） 

(7) 商号変更に関する株主への発送書類（株券引換

案内等各１通（又はPDFﾌｧｲﾙ）提出 

決議後直ちに 

 

変更日の３週間前まで

に 

変更後直ちに 

〃 

 

株券を株主に交付する

以前 

株主宛発送日前 

開５条①(1)

 

規11条① 

 

開５条①(1)

開５条①(13)

 

開12条 

 

開13条 

 

４．目的・公告紙

の変更 

(1) 変更通知書 

(2) 株主総会関係書類（｢株主総会｣の項参照） 

(3) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

決定後直ちに 

 

変更後直ちに 

開５条①(13)

 

開５条①(1)

 

 

５．本店所在地の

変更（本社所在

地が変更になっ

た場合もご通知

ください。） 

(1) 株式事務担当課等通知書又は株主等への発送書

類 

(2) 株主総会関係書類（株主総会への付議を行う場

合に限る）（「株主総会」の項参照） 

(3) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

変更後直ちに又は株主

宛発送日前 

 

 

変更後直ちに 

開５条①(13)、

開13条 

 

 

開５条①(1)

 

６．発行可能株式

総数の変更（株

式分割による変

更も含む） 

(1) 発行可能株式総数変更通知書 

(2) 株主総会関係書類（｢株主総会｣の項参照） 

(3) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

 

決定後直ちに 

 

変更後直ちに 

 

開５条①(13)

 

開５条①(1)

 

 

７．株主名簿管理

人の変更 

 

(1) 株主名簿管理人変更通知書 

(2) 株式事務代行委託契約書写し（変更契約書写し

を含む）（代表者による原本証明付） 

決議後直ちに 

締結後遅滞なく 

 

開５条①(13)

開17条 
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事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

(3) 変更後の株式取扱規則（代表者による原本証明

付） 

(4) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（印紙税納付所轄税務署が変更になる場合）

変更後直ちに 

 

株券を株主に交付する

以前 

開５条①(13)

 

開12条 

８．その他の変更 

 

(1) 変更通知書 

(2) 株主総会関係書類（｢株主総会｣の項参照） 

(3) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

決定後直ちに 

 

変更後直ちに 

開５条①(13)

 

開５条①(1)

 

自己株式関係 

１．自己株式の取

得 

 

 

(1) 自己株式取得に関する通知書 

(2) 株主総会関係書類（株主総会決議による自己株

式の取得の場合に限る）（｢株主総会｣の項参照）

(3) 変更後の定款（電磁的記録による提出） 

（取締役会決議により自己株式を取得することが

できる旨を定款に定めた場合に限る。） 

(4) 自己株式取得終了報告書（自己株式の取得終了

を公表した場合） 

(5) 自己株式取得状況報告 

上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄

への指定替え基準第２条第１項第１号、株券上場

廃止基準第２条第１項第１号、制度信用銘柄及び

貸借銘柄の選定に関する規則第６条第１項第１号

に規定する上場株式数を下回ることとなる自己株

式を取得することとなった場合 

 

決議後直ちに 

 

 

変更後直ちに 

 

 

確定後直ちに 

 

取得後直ちに 

 

開５条①(1)

 

 

  〃 

 

 

開15条 

 

開７条の２①

 

○

 

 

 

 

 

○

２．自己株式の消

却（会社法第178

条） 

有価証券変更上場申請書 

 

決議後直ちに 

 

規11条①、開

７条 

 

株式取扱規則の制

定又は変更 

制定又は変更後の株式取扱規則（代表者による原

本証明付） 

作成後直ちに 

 

開５条①(13)

 

 

 

そ の 他 

１．代表者（当取

引所に対する代

表者である代表

取締役等）の変

更 

 

(1) 代表者変更通知書 

(2) 株券見本（当取引所所定の「証券見本目録」添

付）（株券記載の代表者に変更があった場合に限

る） 

(3) 適時開示に関する宣誓書関係（「適時開示に関

する宣誓書」の項参照） 

 

変更事由発生後直ちに 

株券を株主に交付する

以前 

 

変更後速やかに 

 

開15条 

開12条 

 

 

開４条の４ 

 

２．情報取扱責任

者の変更 

情報取扱責任者変更通知書 変更前なるべく早く 開４条の３②  

３．株式事務担当

課の変更及び当

該所在地の変更 

株式事務担当課変更通知書 変更前なるべく早く 開15条  

４．株主名簿管理

人の事務取扱場

所、市内連絡所、

電話番号等の変

更 

(1) 株主名簿管理人変更通知書 

(2) 変更後の株式取扱規則（代表者による原本証明

付） 

変更前なるべく早く 

〃 

開16条 

開５条①(13)

 

５．株券の様式等

の変更、新種類

株券の発行 

株券見本（当取引所所定の｢証券見本目録｣添付） 株券を株主に交付する

以前 

開12条  

６．各事業年度末 株式の分布状況表 事業年度経過後２か月

以内 

開15条  
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事  例 提 出 書 類 提 出 時 期 根  拠 備考

適時開示に係る宣

誓書 

(1) 宣誓書提出票 

(2) 適時開示に係る宣誓書（原本１部、写し１部）

（代表者による署名が必要） 

(3) 社内体制の状況を記載した添付書類（原本１部、

写し１部） 

※代表者の変更があった場合には、「代表者の変更」

の項参照 

代表者の変更後速やか

に、又は、前回提出時

から５年間が経過した

場合速やかに 

添付書類のみ随時差替

えも可 

 

開４条の４ 

 

有価証券報告書等

の適正性に関する

確認書 

(1) 確認書提出票 

(2) 有価証券報告書（半期報告書）の適正性に関す

る確認書（原本１部、写し１部）（代表者による

署名が必要）（財務局長等に法令上の確認書を提

出している場合には、当該写し２部（うち１部は

原本証明付）） 

有価証券報告書又は半

期報告書を財務局長等

に提出後遅滞なく 

開10条  

コーポレート・ガ

バナンスに関する

報告書の内容変更 

コーポレート・ガバナンスに関する報告書 変更後遅滞なく 

※変更内容が開４条の

５第２項に規定する

「当取引所が定める事

項」（資本構成及び企

業属性に関する事項）

に関するものであると

きは、変更が生じた後

最初に到来する定時株

主総会の招集日後遅滞

なく提出することでも

可 

規７条の５、

開４条の５ 

 

非上場の親会社等 

１．開示対象とな

る非上場の親会

社等の変更通知

書 

非上場の親会社等の変更通知書 開示対象となる親会社

等の変更時 

開15条  

２．開示対象とな

る非上場の親会

社等の法定開示

書類 

(1) 有価証券報告書（添付書類）の写し 

(2) 半期報告書の写し 

(3) 臨時報告書の写し 

(4) (1)～ (3)の訂正報告書 

※外国会社の場合は四半期報告書を提出している場

合、当該報告書を含む。 

※EDINET提出の場合は特段の対応不要 

開示対象となる親会社

等がこれらの法定開示

書類を財務局長等に提

出後遅滞なく 

開15条  
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書類の提出に関しての注意事項等 

 

 

◎提出書類例示表

における備考欄

について 

○ 備考欄の「○」印は、適時開示規則に従いＴＤｎｅｔにおいて公開した資料に、当取引所で必

要とする内容が網羅されている場合に限り、当該公開資料を提出することで代用することが認め

られることを示しています。 

○ 各種日程表につきましては、開示資料に必要事項が記載されている場合は提出不要となります。

 

◎委員会等設置会

社に移行した場

合のお願い 

○ 委員会等設置会社に移行した上場会社が提出書類を提出する場合であって、当取引所が提示す

る提出書類の様式に「取締役会の決議」など現行の体制にそぐわない表現がある場合においては、

各上場会社の実態にあわせ、適宜様式に修正を加えてご使用いただきますようお願いいたします。

 

◎提出書類につい

てのお願い 

○ ご提出いただく書面は原則Ａ４判でご作成ください。（原本の写しをご提出いただくもので原

本がＡ４判でないもの、Ａ４判での作成が困難なもの、Ａ４判で作成するためには特別に時間を

要するもの等は他の判で結構です。） 

○ 提出される書類は指定してあるものを除き１通を提出してください。 

○ 提出される書類には、会社名、代表者の役職氏名の下に、４桁の「会社コード」及び所属部（又

は所属市場）を付記してください。 

○ 株主宛ての書類発送を株主名簿管理人に委託している場合は、株主名簿管理人と緊密な連絡を

とるなど、延着することのないよう十分ご配慮ください。 

 

◎新株券作成につ

いてのお願い 

○ 増資、株式分割、株式併合、合併、株式交換及び会社分割により発行される新株券の回次記号

は、これまで使われていない新しい記号を使用してください。 

○ 株式分割に係る株券は、できる限り新株式割当日（又は基準日）から起算して２か月以内に交

付してください。 

○ 代表者変更等により株券記載事項を訂正する場合は、刷込みにより行ってください。 

 

◎電磁的記録によ

って作成された

書類等のご提出 

○ ご提出いただく各種書類のうち、法令上、電磁的記録によって作成することが認められている

ものについては、当該電磁的記録の複製をもって、書面による提出に代えていただくことができ

ます。なお、電磁的記録の複製の提出は、上場会社専用サイト「上場会社通信」からのアップロ

ード又はこれを保存した記録メディアの提出若しくは郵送（「提出書類（電磁的記録による作成

ファイル）送付票」添付）で行ってください。 

○ ご提出いただく各種書類のうち、株主への通知を目的とするもの（例えば株主総会招集通知な

ど）については、当該通知の全部又は一部を電磁的方法によって行っている場合には、当該電磁

的方法を用いることにより、書面による提出に代えていただくことができます。 

 

◎新株券作成につ

いてのお願い 

○ 増資、株式分割、株式併合、合併、株式交換及び会社分割により発行される新株券の回次記号

は、これまで使われていない新しい記号を使用してください。 

○ 株式分割に係る株券は、できる限り新株式割当日（又は基準日）から起算して２か月以内に交

付してください。 

○ 代表者変更等により株券記載事項を訂正する場合には、刷込みにより行ってください。 

 

◎新株券発行の際

のご注意 

○ 増資、合併及び株式交換等により発行される新株券が上場株券と権利関係を異にする場合には

速やかな上場ができない場合があります（権利関係が同一となったところではじめて追加上場さ

れるか、権利関係が同一となるまで新株が別銘柄として上場されるかいずれかになります）。 

 

◎ＥＤＩＮＥＴで

提出された法定

開示書類の写し

のご提出 

○ 証券取引法に基づく各種の法定開示書類等（有価証券通知書及び発行登録通知書を除く）につ

いて、法令の定める開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を通じて提出している場合には、

原則書面によりその写しをご提出いただく必要はありません。（有価証券報告書、半期報告書の

電子ファイルのメール送信等による提出も不要です。） 

○ 有価証券通知書及び発行登録通知書については、ＥＤＩＮＥＴにてご提出された電子ファイル
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若しくは当該内容を打ち出した紙面をご提出ください。 

○ なお、システムトラブル等の事由により、法定開示書類を紙面にて財務局長等に提出された場

合には、紙面の写し（正本１部、副本１部）のご提出をお願いいたします。 

 

◎新規上場申請に

おける新設合

併・新設分割・

株式移転の際の

登記手続きに関

するお願いにつ

いて 

○ 登記日までに必要書類の事前確認をお願いいたします。 

○ 登記日に登記申請を行ったことを証する書類をお送りください。 

登記日に、受領証又は受領印の押印された申請書の写しをファクシミリにてお送りください。 

 Ｆａｘ送信先：０５２－２６４－４７０２ 

○ 登記申請が不受理となるなど、登記日が変更となる場合には直ちにご連絡ください。 

○ 登記完了後、登記事項証明書をご提出ください。 

 


